
福 印 工 協 第 ２ 号 

令和５年４月２６日 

組 合 員 ・ 賛 助 会 員   殿 

 

福 岡 印 刷 工 業 協 同 組 合  

理 事 長  久 野  正 人 

 

令和５年度  組合野球大会開催のご案内  

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、組合員従業員の皆様の健康増進と親睦融和の目的で、毎年春に開催しております組

合野球大会を、下記により開催いたします。 

 ここ数年、新型コロナウイルスの影響により中止が続きましたが、日本スポーツ協会の「ス

ポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に沿った十分な対感染防止対策

を講じた上で開催しますので、多数のご参加をお願いいたします。 

2社以上の連合チーム（必ず従業員で構成）でも参加できますので、奮ってご参加のほどお

願い申し上げます。 

 つきましては、参加ご希望の事業所様は、別紙申込書により、お申込み下さい。参加費に

関しましては、開催 2週間前を目途に別途ご案内させていただきます。 

また、下記日時に、ルール説明や組み合わせ抽選の主将会議を行います。参加申込みをさ

れた事業所様は、監督又は主将がご出席下さいますよう、併せてお願い申し上げます。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、開催内容に変更が生じた場合は、あ

らためてご連絡申し上げます。 

敬 具 

記 

 

１．開 催 日 時  令和５年６月１７日（土）午前９時 

２．場 所  「雁の巣レクリエーションセンター」 

             福岡市東区大字奈多 1302－53 

３．主 将 会 議  令和５年６月１２日（月）午後６時 

４．主将会議場所  「福岡印刷会館 2F会議室」 福岡市博多区築港本町 6-1 

５．出場参加費  １チーム １５，０００円 （組合窓口 又は お振込） 

６．参加費振込先  福岡銀行 本店営業部 
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７．申 込 締 切  令和５年６月１日（木）期日厳守 



８．出 場 資 格 

  イ．組合員または賛助会員の事業主ならびに所属従業員 20名以内で構成するチーム(2社

以上の連合でも可)であること。 

  ロ．連合チームは必ず選手登録書の備考欄に事業所名を記入すること。 

  ハ．組合員または賛助会員の事業主および従業員で編成し、家族の場合は事業主の親子ま

で、それ以外の出場は認めませんので特に注意して下さい。 

※出場者の資格証明のため、「採用年月日」「職種」を選手登録書に明示して下さい。ま

た、事業主の家族の場合は摘要欄に続柄を明示して下さい。 

※規定以外の出場があった場合は、直ちにそのチームを失格とし、以後の出場を取り消

しますので、ご了承下さい。 

９．試 合 方 法 

  イ．トーナメント方式で敗者復活戦はありません。 

 ロ．試合は７回戦、試合時間は 1時間 40分とし、5回以降得点差が 7点以上となった場

合はコールドゲームとする。（但し、優勝戦は除外する） 

また、規定回数(7 回)に到達以前に規定時間(1 時間 40 分)を越えた場合は規定時間

以後の新しいイニングに入らず、その回をもって試合打ち切りとする。 

 ハ．試合球はマルエスＭ号（平成 30年より新規格）を使用する。  

  ニ．審判員は２人制とし、全福岡野球審判協会に委嘱する。  

１０．そ の 他 

 イ．野球用具（キャッチャー面含む）は各チームでご準備下さい。 

 ロ．ユニフォーム・帽子・野球用シューズを必ず着用願います。 

  ハ．試合運行を円滑に行うため、試合終了後のグランド整備、ファールボール等の収集

等の各チームで運営協力をお願いします。 

 １１．新型コロナウイルス感染防止について 

 イ． 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。 

① 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

③ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、 

地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

 ハ．用具の共用はなるべく避け、こまめに手指の消毒を行ってください。 

 ニ．人と人との距離（最低１ｍ、出来れば２ｍ）を確保してください。 

ロ．マスク着用については個人の判断に委ねますが、大きな声で会話、応援等する際はマ

スクを着用してください。 

 ホ．感染防止のために主催者が決めたその他の措置、指示に従ってください。 

 ヘ．大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、組合まで速

やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。 


